
１１．会員の退会・退職給付金の請求 

・退会者があるときは、退職後 20 日以内に「共済会会員退会届兼退職給付金請求

書（以下｢退職届兼請求書｣）」（様式第６号）に必要事項を記入のうえ、共済会へ

提出してください。

・在会期間が１年未満の場合は、退職給付金は支給されませんので、請求欄の記入

は不要です。

・在会期間が１年以上の者（退職金給付のある方）が退会した場合は、請求欄に必

要事項を記入のうえ、速やかに共済会へ提出してください。

・実会員期間が 20 年以上ある場合、受け取り方法が一時金と年金の選択ができま

す。

【記入項目の説明】

記入例を参考に、次のとおり記入してください。

事 業 所 番 号 事業所番号を記入してください。

会 員 番 号 会員番号を記入してください。

会 員 氏 名 会員の氏名を記入してください。 ＊氏名変更は P12 参照  

性 別 該当する箇所にレレ印を付けてください。

生 年 月 日
入 会 年 月 日

正確に記入してください。

退 会 年 月 日

退会した年月日を記入してください。

※退会した月の在籍日数（注 1）が 10 日未満の場合、掛金は
発生せず、会員期間に算定されません。

※在職中に死亡の場合、亡くなられた日になります。

退 会 理 由
該当する番号にレレ印を付けてください。

※※[退退会会理理由由]（（P26））をを参参照照ののこことと  
退職給付金受給資格の有無 有無にレレ印を付けてください。

■ 請 求 欄

氏 名 受取者の氏名を記入してください。 ＊氏名変更は P12 参照  

受 取 者 区 分 該当する箇所レレ印を付けてください  
郵 便 番 号
住 所

郵便番号を記入してください。
受取者への通知書送付先住所を記入してください。

振 込 先 （ 受 取 ）
金 融 機 関

金融機関名(ﾌﾘｶﾞﾅ)、店舗名(ﾌﾘｶﾞﾅ)、預金種目、口座番号、口
座名義人(ﾌﾘｶﾞﾅ)をご記入ください。  

1 月 １ 日 の 住 所  
(源泉徴収票に記載されます) 

退職される年の１月１日時点の受取者の住所を記入してくだ

さい。  （現住所と同じ場合は「同上と記載してください。」 

（注 1）在籍日数とは、籍のあった日数のことであり、休日や欠勤日なども含んだ日数です。 

※会員(退職者)が亡くなられた場合は P28 をご覧ください。 

※実会員期間が 20 年以上の場合は、P29「退職年金について」をご覧いただき、請求欄
の最下段[退職給付金請求区分]の欄にご記入ください。
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注注意意！！  １１．．退退職職給給付付金金のの請請求求はは、、会会員員がが退退会会ししたた日日かからら速速ややかかにに行行っっててくくだだささいい。。

２２．．退退会会届届がが正正確確にに提提出出さされれなないいとと、、掛掛金金請請求求がが停停止止ししなないいののでで、、ごご注注意意くくだだささいい。。

３３．．退退会会理理由由（（チチェェッックク欄欄））はは、、事事業業所所とと職職員員とと同同意意ののううええででごご記記入入くくだだささいい。。

ななおお、、訂訂正正ににはは、、事事業業所所とと本本人人のの訂訂正正印印がが必必要要ににななりりまますす。。

４４．．退退職職給給付付金金はは、、退退職職者者本本人人死死亡亡のの場場合合をを除除きき、、本本人人名名義義のの口口座座にに振振りり込込むむこことと

ににななっってていいまますす。。

「「会会員員氏氏名名」」「「受受取取者者氏氏名名」」「「振振込込先先（（受受取取））口口座座名名義義人人」」のの３３かか所所はは、、必必ずず同同

一一氏氏名名をを記記入入ししててくくだだささいい。。一一かか所所ででもも異異ななるるとと支支給給手手続続ききががななさされれまませせんん。。

※※会会員員本本人人のの死死亡亡にによよりり遺遺族族やや相相続続人人がが請請求求すするる場場合合をを除除ききまますす。。  

※※氏氏名名変変更更のの場場合合、、＊＊退退会会後後のの氏氏名名変変更更((PP2277))をを参参照照くくだだささいい。。  

５５．．実実会会員員期期間間がが 20 年年以以上上のの場場合合はは、、退退職職年年金金がが選選択択ででききまますすののでで、、「「退退職職給給付付金金

請請求求区区分分」」のの欄欄ももごご記記入入くくだだささいい。。

※※年年金金をを選選択択ししたた場場合合、、所所定定のの｢｢個個人人番番号号届届｣｣等等のの必必要要書書類類をを添添付付ししててくくだだささいい。。 

６６．．退退職職給給付付金金をを受受けけ取取るる権権利利はは、、会会員員のの退退会会日日かからら５５年年経経過過すするるとと、、時時効効にによよっっ

てて消消滅滅ししまますす。。

書書類類にに不不備備ががああるるとと、、支支給給時時期期がが遅遅れれるる原原因因ととななりりまますすののでで、、上上記記事事項項をを

正正確確にに記記入入しし、、提提出出前前にに再再確確認認ししててくくだだささいい。。  

退退会会理理由由 

第１号退会 

・・普普通通退退職職 下記以外の退職理由（結婚、定年、転職、等を含みます。）

第２号退会 

・・死死亡亡 

・・事事業業主主のの解解散散（事業所が廃止されても事業主が存続する場合は含みません。） 

第３号退会 

・・業業務務上上のの疾疾病病（職務起因の傷病退職） ※労災認定が必要です。

・・業業務務上上のの死死亡亡（職務起因の死亡退職）

・・脱脱会会（別記「会員の脱会」P30 参照） ［運営規程第 9 条］ 

・・懲懲戒戒免免職職（懲戒免職及び懲戒解雇または、禁固以上の刑に処せられたとき、

 退職給付金を給付しません。）       ［運営規程第 25 条］ 

※退職理由が[[普普通通退退職職]]以以外外の場合、そそれれぞぞれれ添添付付書書類類がが必必要要となります 

［

運
営
規
程
第

 

条

］

23 

＊＊退退会会後後のの氏氏名名変変更更

・・振振込込口口座座のの名名義義変変更更

・退職給付金は、死亡退職や口座凍結等の場合を除き、本人名義の口座に振り込むことに

なっていますので、退職届兼請求書の「会員氏名」「受取氏名者」「振込先口座名義人」

の３か所は、必ず同一であることが必要です。

一か所でも異なると支給手続きがなされませんので、注意してください。

・退職する会員が結婚等で氏名を変更する場合、手続きは次のいずれかとなります。

（1）氏名を変更しないで、全て旧氏名（会員台帳に登録された氏名）で手続きする。

退職給付金の支給後に、金融機関の名義変更等を行う。

（2）会員の氏名等の変更（P12 参照「共済会会員変更届」（様式第 10 号））を提出した

のち、全て新しい氏名で手続きする。

＊＊添添付付書書類類がが必必要要なな場場合合 ※共共済済会会事事務務局局ににおお問問いい合合わわせせくくだだささいい。。

下記による場合は、「退会届兼退職金給付請求書」（様式第６号）のほか、次に例示する書類

をご用意ください。

【例】

会員の死亡に

よるもの

死亡診断書および戸籍（除籍）謄本等（P28 参照「遺族・相

続人による請求について」）

事業主の解散

によるもの

・事業主(法人)解散に関わる理事会･評議員会の議事録の写

・所轄庁に提出した法人解散の申請書（受理印付）

・所轄庁の解散承認（承認通知） 等

職務上の疾病

によるもの

（業務上の傷

病により障害

の状態になっ

たことによる

退職）

その原因、経過等を明らかにした第三者機関および事業主の

証明書

＊具体的には、労災保険の適用を受ける者であるとき、障害

保障給付または傷病保障年金の支給決定通知書（写し）およ

び事業主が発行する事情説明書及び障害厚生年金の受給を

証する書類または障害の程度が厚生年金保険法第４７条第

２項に規定する障害等級に該当することの医師の診断書等

となります。

職務上の死亡

によるもの

その原因、経過等を明らかにした第三者機関および事業主の

証明書、死亡診断書、戸籍（除籍）謄本等（P28 参照「遺族・

相続人による請求について」）

＊具体的には、退職した者が労災保険の適用を受ける者であ

るときは、葬祭料の支給決定通知書（写）および死亡診断書、

事業主が発行する事情説明書、死亡診断書、戸籍（除籍）謄

本等となります。

懲戒免職 解職通知、など

退職金で年金

を選択した

・所定の｢個人番号届（確定給付企業年金）｣

・本人確認の必要書類
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注注意意！！ １１．．退退職職給給付付金金のの請請求求はは、、会会員員がが退退会会ししたた日日かからら速速ややかかにに行行っっててくくだだささいい。。

２２．．退退会会届届がが正正確確にに提提出出さされれなないいとと、、掛掛金金請請求求がが停停止止ししなないいののでで、、ごご注注意意くくだだささいい。。

３３．．退退会会理理由由（（チチェェッックク欄欄））はは、、事事業業所所とと職職員員とと同同意意ののううええででごご記記入入くくだだささいい。。

ななおお、、訂訂正正ににはは、、事事業業所所とと本本人人のの訂訂正正印印がが必必要要ににななりりまますす。。

４４．．退退職職給給付付金金はは、、退退職職者者本本人人死死亡亡のの場場合合をを除除きき、、本本人人名名義義のの口口座座にに振振りり込込むむこことと

ににななっってていいまますす。。

「「会会員員氏氏名名」」「「受受取取者者氏氏名名」」「「振振込込先先（（受受取取））口口座座名名義義人人」」のの３３かか所所はは、、必必ずず同同

一一氏氏名名をを記記入入ししててくくだだささいい。。一一かか所所ででもも異異ななるるとと支支給給手手続続ききががななさされれまませせんん。。

※※会会員員本本人人のの死死亡亡にによよりり遺遺族族やや相相続続人人がが請請求求すするる場場合合をを除除ききまますす。。

※※氏氏名名変変更更のの場場合合、、＊＊退退会会後後のの氏氏名名変変更更((PP2277))をを参参照照くくだだささいい。。

５５．．実実会会員員期期間間がが 20 年年以以上上のの場場合合はは、、退退職職年年金金がが選選択択ででききまますすののでで、、「「退退職職給給付付金金

請請求求区区分分」」のの欄欄ももごご記記入入くくだだささいい。。

※※年年金金をを選選択択ししたた場場合合、、所所定定のの｢｢個個人人番番号号届届｣｣等等のの必必要要書書類類をを添添付付ししててくくだだささいい。。

６６．．退退職職給給付付金金をを受受けけ取取るる権権利利はは、、会会員員のの退退会会日日かからら５５年年経経過過すするるとと、、時時効効にによよっっ

てて消消滅滅ししまますす。。

書書類類にに不不備備ががああるるとと、、支支給給時時期期がが遅遅れれるる原原因因ととななりりまますすののでで、、上上記記事事項項をを

正正確確にに記記入入しし、、提提出出前前にに再再確確認認ししててくくだだささいい。。

退退会会理理由由

第１号退会 

・・普普通通退退職職 下記以外の退職理由（結婚、定年、転職、等を含みます。） 

第２号退会 

・・死死亡亡

・・事事業業主主のの解解散散（事業所が廃止されても事業主が存続する場合は含みません。） 

第３号退会 

・・業業務務上上のの疾疾病病（職務起因の傷病退職） ※労災認定が必要です。 

・・業業務務上上のの死死亡亡（職務起因の死亡退職） 

・・脱脱会会（別記「会員の脱会」P30 参照） ［運営規程第 9 条］

・・懲懲戒戒免免職職（懲戒免職及び懲戒解雇または、禁固以上の刑に処せられたとき、 

退職給付金を給付しません。） ［運営規程第 25 条］

※退職理由が[[普普通通退退職職]]以以外外の場合、そそれれぞぞれれ添添付付書書類類がが必必要要となります

［

運
営
規
程
第

条

］
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＊＊退退会会後後のの氏氏名名変変更更  

・・振振込込口口座座のの名名義義変変更更 

・退職給付金は、死亡退職や口座凍結等の場合を除き、本人名義の口座に振り込むことに

なっていますので、退職届兼請求書の「会員氏名」「受取氏名者」「振込先口座名義人」

の３か所は、必ず同一であることが必要です。 

一か所でも異なると支給手続きがなされませんので、注意してください。 

・退職する会員が結婚等で氏名を変更する場合、手続きは次のいずれかとなります。 

  （1）氏名を変更しないで、全て旧氏名（会員台帳に登録された氏名）で手続きする。 

退職給付金の支給後に、金融機関の名義変更等を行う。 

  （2）会員の氏名等の変更（P12 参照「共済会会員変更届」（様式第 10 号））を提出した

のち、全て新しい氏名で手続きする。 

＊＊添添付付書書類類がが必必要要なな場場合合 ※共共済済会会事事務務局局ににおお問問いい合合わわせせくくだだささいい。。

下記による場合は、「退会届兼退職金給付請求書」（様式第６号）のほか、次に例示する書類

をご用意ください。 

【例】

会員の死亡に

よるもの 

死亡診断書および戸籍（除籍）謄本等（P28 参照「遺族・相

続人による請求について」） 

事業主の解散

によるもの 

・事業主(法人)解散に関わる理事会･評議員会の議事録の写 

・所轄庁に提出した法人解散の申請書（受理印付） 

・所轄庁の解散承認（承認通知）        等 

職務上の疾病

によるもの 

（業務上の傷

病により障害

の状態になっ

たことによる

退職） 

その原因、経過等を明らかにした第三者機関および事業主の

証明書 

＊具体的には、労災保険の適用を受ける者であるとき、障害

保障給付または傷病保障年金の支給決定通知書（写し）およ

び事業主が発行する事情説明書及び障害厚生年金の受給を

証する書類または障害の程度が厚生年金保険法第４７条第

２項に規定する障害等級に該当することの医師の診断書等

となります。 

職務上の死亡

によるもの 

その原因、経過等を明らかにした第三者機関および事業主の

証明書、死亡診断書、戸籍（除籍）謄本等（P28 参照「遺族・

相続人による請求について」） 

＊具体的には、退職した者が労災保険の適用を受ける者であ

るときは、葬祭料の支給決定通知書（写）および死亡診断書、

事業主が発行する事情説明書、死亡診断書、戸籍（除籍）謄

本等となります。 

懲戒免職 解職通知、など 

退職金で年金

を選択した 

・所定の｢個人番号届（確定給付企業年金）｣ 

・本人確認の必要書類 
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＊＊遺遺族族・・相相続続人人にによよるる請請求求  ※共共済済会会事事務務局局ににおお問問いい合合わわせせくくだだささいい。。 

「「退退会会届届兼兼退退職職給給付付金金請請求求書書」」（（様様式式第第６６号号））のの記記入入ににつついいてて  

・請求欄の受取者区分については、下記のとおりです。 

  ・相続人 ＝ 退職後に亡くなられた場合 

  ・遺族 ＝ 在職中に亡くなった場合  

・相続人や遺族の方が請求される場合、請求される方の性別、続柄、生年月日もこ記入く

ださい。 

注注意意！！  

・退職給付金の請求者が、遺族の場合、「退会届兼退職給付金請求書」（様式第６号）と死

亡診断書等の添付書類のほか、戸籍（除籍）謄本等として、次に例示する添付書類が必要

になります。 

・受給権者については、優先順位がありますので、注意してください。 

・同順位の遺族が２人以上あるときは、同順位の遺族の中から代表者を定めて、請求して

いただきます。 

【例】  次に例示する書類をご用意ください。  

順位 受給権者 別途必要な添付書類 

１ 配偶者 戸籍（除籍）謄本 

届出をしていないが事実上婚姻関

係と同様の事情にあった者 

①事実上婚姻関係と同様の事情にあった

事実を明らかにすることができる書類

②その者より先順位の遺族がないことを

明らかにすることができる書類。

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

生
計
維
持
関
係
あ
り

子 

父母 

孫 

祖父母 

兄弟姉妹 

その他の親族 

①その者より先順位の遺族がないことを

明らかにすることができる書類。

②会員の死亡当時主としてその収入によ

って生計を維持していたことを明らか

にすることができる書類

③退職給付金の給付を受けるべき遺族に

同順位者が２名以上あるときは、退職給

付金の正当請求人であることを証する

書類

８ 

９ 

10 

11 

12 

生
計
維
持
関
係
な
し

子 

父母 

孫 

祖父母 

兄弟姉妹 

①その者より先順位の遺族がないことを

明らかにすることができる書類。

②退職給付金の給付を受けるべき遺族に

同順位者が２名以上あるときは、退職給

付金の正当請求人であることを証する

書類

＊＊退退職職年年金金ににつついいてて

・共済会の会員期間が 20 年以上の方は、退職給付金（一時金）と退職年金のいずれかを選択

することができます。

・これらは一定割合で組み合わせ（一部選択）もできます。

ただし、一部選択ができるのは退会時のみです。

（（11））退退職職年年金金のの支支給給期期間間

退職年金の支給期間は、次のいずれかの期間のうちから、退会時に選択します。

5 年間 保障期間 5 年 

10 年間 保障期間 10 年 

15 年間 保障期間 15 年 

（（22））一一部部選選択択のの割割合合

一定割合で組み合わせる場合の割合は次の３通りです。

一時金 年金 

25％ ＋ 75％

50％ ＋ 50％

75％ ＋ 25％

（（33））退退職職年年金金のの計計算算式式

平均標準給与月額

（退会時過去１年間の平均）
× 乗率

＝ 退職年金月額

年金現価率

（（44））年年金金のの給給付付時時期期

年金の給付時期は、毎年６月、９月、12 月、３月に、それぞれその前月分までを各月

１日に支給します。（１日が休日等の場合は翌営業日） 

（（55））年年金金のの一一時時払払いい

年金を受給中に、残りの年金を一時払いに変更し、一括で受け取ることもできます。 

この場合の一時金の額は、退職年金規程に基づき計算されます。 

注注意意！！ １１．．乗乗率率はは、、退退会会理理由由（（P26 参参照照））にによよっってて異異ななりりまますす。。

２２．．受受給給すするる年年金金ににはは所所得得税税がが課課税税さされれまますす。。

３３．．支支払払総総額額かからら加加入入者者拠拠出出金金（（本本人人掛掛けけ金金相相当当分分））をを控控除除ししたた額額がが課課税税対対象象額額とと

ななりり、、源源泉泉徴徴収収さされれまますす。。

※※ 年年金金をを選選択択ししたた場場合合、、所所定定のの｢｢個個人人番番号号届届（（確確定定給給付付企企業業年年金金））｣｣とと本本人人確確認認のの必必要要書書

類類をを添添付付ししててくくだだささいい。。

※※ 提提出出ににああたたっっててはは、、簡簡易易書書留留等等のの送送信信記記録録ががわわかかるる方方法法でで送送付付ししててくくだだささいい。。

※退職年金を受けることができる会員または退職年金受給権者が死亡した場合は、

遺族・相続人が遺族年金を受給することができます。
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＊退職年金について 

・共済会の会員期間が 20 年以上の方は、退職給付金（一時金）と退職年金のいずれかを選択

することができます。  

・これらは一定割合で組み合わせ（一部選択）もできます。  

 ただし、一部選択ができるのは退会時のみです。  

（1）退職年金の給付年数と年金現価率 

  退職年金の給付年数と年金現価率は、次のいずれかです。 退会時に選択します。  

給付年数 保障期間 年金現価率 

5 年間 5 年 55.57094 

10 年間 10 年 103.50692 

15 年間 15 年 144.85692 

（2）一部選択の割合 

  一定割合で組み合わせる場合の割合は次の３通りです。  

一時金  年金 

25％ ＋ 75％ 

50％ ＋ 50％ 

75％ ＋ 25％ 

（3）退職年金の計算式 

平均標準給与月額 
（退会時過去１年間の平均） 

× 乗率 
＝ 退職年金月額 

年金現価率 

（4）年金の給付時期 

   年金の給付時期は、毎年６月、９月、12 月、３月に、それぞれその前月分までを各月

１日に支給します。（１日が休日等の場合は翌営業日） 

（5）年金の一時払い 

  年金を受給中に、残りの年金を一時払いに変更し、一括で受け取ることもできます。 

この場合の一時金の額は、退職年金規程に基づき計算されます。 

 

注意！ １．乗率は、退会理由（P26 参照）によって異なります。 

 ２．受給する年金には所得税が課税されます。 

 ３．支払総額から加入者拠出金（本人掛け金相当分）を控除した額が課税対象額と

なり、源泉徴収されます。 

 

※ 年金を選択した場合、所定の｢個人番号届（確定給付企業年金）｣と本人確認の必要書

類を添付してください。 

※ 提出にあたっては、簡易書留等の送信記録がわかる方法で送付してください。 

 
※退職年金を受けることができる会員または退職年金受給権者が死亡した場合は、

遺族・相続人が遺族年金を受給することができます。 
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＊＊会会員員のの脱脱会会

・脱会者があるときは、脱会後 20 日以内に｢共済会会員退会届兼退職給付金請求書｣（様式第

６号）に必要事項を記入のうえ、添付書類（P31 参照）を添付して、共済会へ提出してくだ

さい。

・脱会者には退職給付金は支給されませんが、事情により脱会一時金が支給されます。

脱会一時金の計算式は、下記のとおりです。

本人の掛金相当分 脱会一時金として支給されます。

事業主の掛金相当分 支給されません。

注意！ １ 在会期間が１年未満の場合は、脱会一時金は支給されません。

※退職届兼請求書の請求欄は記入せずに提出してください。

２ 会員期間のうち、月数は切り捨てて年単位で計算します。

３ 脱会一時金は、全額本人掛金相当分となりますので、課税対象とはなりません。

４ 脱会一時金は、退職給付金とは異なるため、税制上の退職所得に該当しません。

＊＊退退職職金金がが支支給給さされれなないい場場合合

１ 会員が次のいずれかに該当する場合、退職給付金が給付されませんのでご注意ください。

（1）会員期間が１年未満の場合

（2）懲戒免職または禁固以上の刑に処せられたとき

（3）退職給付金の請求または受領に関して虚偽または不正の事実があったとき

（4）掛け金の納付を怠ったとき

２ 脱会したとき。ただし、事情により脱会一時金が支給されます。（P31 参照）

［運営規程第 25 条］

会員の「退会」と「脱会」の違いは？

・会員の「退会」とは、

①会員が死亡・退職または有給常勤職員でなくなったとき ［運営規程第８条］

・会員の「脱会」とは、

①他の制度への加入など事業主の都合により共済会をやめるとき

②会員の意思により共済会をやめるとき ［運営規程第９条］

令和  年  月  日

一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会理事長 様

事業主名

（法人名）

代表者職氏名  印

愛知県民間社会福祉事業職員共済会の脱会について（届出）

みだしの件について、下記職員の貴会からの脱会を承認しますので、届出します。

記

１ 脱会日

  令和   年   月   日

２ 脱会理由

  ＊

３ 脱会者

  会員番号   氏名 

  会員番号   氏名 

  会員番号   氏名 

４ 添付書類

  ・承諾書

（添付書類）

承  諾  書

私は、愛知県民間社会福祉事業職員共済会から、令和   年   月   日付けをも

って脱会することを承諾します。

事業所№  事業所名  

会員番号 氏名    印

会員番号 氏名    印

会員番号 氏名    印
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１２．退職給付金の計算方法 

 

・１年以上在会した会員が退会したときは、退職給付金が支給されます。  

・会員期間が２０年未満の場合は退職一時金を、２０年以上の場合は退職一時金か退職年金、

または組み合わせたものを選択し受け取ることができます。  

 

【退職一時金の計算式】 

平均標準給与月額 
（退会時過去１年間の平均）  

× 
乗  率 

（→P33 参照）  
＝ 退職一時金 

 
注意！  乗率は、退会理由（P26 参照））によって異なります。 
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１２．退職給付金の計算方法

・１年以上在会した会員が退会したときは、退職給付金が支給されます。

・会員期間が２０年未満の場合は退職一時金を、２０年以上の場合は退職一時金か退職年金、

または組み合わせたものを選択し受け取ることができます。

【【退退職職一一時時金金のの計計算算式式】】

平均標準給与月額

（退会時過去１年間の平均）
×

乗 率

（→P33 参照）
＝ 退職一時金

注注意意！！ 乗乗率率はは、、退退会会理理由由（（P2266 参参照照））））にによよっってて異異ななりりまますす。。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

※退職年金の計算については、前掲＊退職年金について(P29)を参照ください。

年年金金現現価価率率表表

年 ０か月 １か月 ２か月 ３か月 ４か月 ５か月 ６か月 ７か月 ８か月 ９か月 10 か月 11 か月

０ 0.00000 0.99264 1.98527 2.97791 3.96324 4.94857 5.93390 6.91197 7.89005 8.86812 9.83900 10.80987

１ 11.78075 12.74447 13.70820 14.67192 15.62855 16.58518 17.54181 18.49140 19.44099 20.39058 21.33317 22.27577

２ 23.21836 24.15402 25.08967 26.02533 26.95410 27.88286 28.81163 29.73356 30.65549 31.57742 32.49256 33.40771

３ 34.32285 35.23125 36.13966 37.04806 37.94978 38.85149 39.75321 40.64829 41.54336 42.43844 43.32693 44.21541

４ 45.10390 45.98585 46.86779 47.74974 48.62519 49.50064 50.37609 51.24510 52.11410 52.98311 53.84572 54.70833

５ 55.57094 56.42720 57.28345 58.13971 58.98966 59.83962 60.68957 61.53327 62.37696 63.22066 64.05814 64.89563

６ 65.73311 66.56443 67.39575 68.22707 69.05227 69.87746 70.70266 71.52178 72.34091 73.16003 73.97312 74.78621

７ 75.59930 76.40641 77.21351 78.02062 78.82178 79.62295 80.42411 81.21937 82.01464 82.80990 83.59931 84.38872

８ 85.17813 85.96173 86.74532 87.52892 88.30675 89.08457 89.86240 90.63450 91.40661 92.17871 92.94513 93.71154

９ 94.47796 95.23873 95.99951 96.76028 97.51545 98.27063 99.02580 99.77541 100.52503 101.27464 102.01873 102.76283

10 103.50692 104.24554 104.98415 105.72277 106.45595 107.18912 107.92230 108.65008 109.37786110.10564 110.82806 111.55048

11 112.27290 112.99000 113.70711 114.42421 115.13603 115.84786 116.55968 117.26626 117.97284118.67942 119.38080 120.08218

12 120.78356 121.47978 122.17599 122.87221 123.56330 124.25439 124.94548 125.63148 126.31749127.00349 127.68444 128.36539

13 129.04634 129.72228 130.39822 131.07416 131.74512 132.41608 133.08704 133.75306 134.41908135.08510 135.74622 136.40734

14 137.06846 137.72471 138.38096 139.03721 139.68863 140.34004 140.99146 141.63808 142.28471142.93133 143.57319 144.21506

15 144.85692 － － － － － － － － － － －

退 職  給  付  金 乗  率  表

  (平成１６年４月１日施行 )

会員期間
退   会   理   由

第１号退会  第２号退会  第３号退会  

１年 ０．６ １．５ １．５

２年 １．２ ２．０ ３．０

３年 １．８ ３．０ ４．５

４年 ２．４ ４．０ ６．０

５年 ３．０ ５．０ ７．５

６年 ４．５ ６．０ ９．０

７年 ５．２５ ７．０ １０．５

８年 ６．０ ８．０ １２．０

９年 ６．７５ ９．０ １３．５

１０年 ７．５ １０．０ １５．０

１１年 ８．８８ １１．１ １６．６５

１２年 ９．７６ １２．２ １８．３

１３年 １０．６４ １３．３ １９．９５

１４年 １１．５２ １４．４ ２１．６

１５年 １２．４ １５．５ ２３．２５

１６年 １３．２８ １６．６ ２４．９

１７年 １４．１６ １７．７ ２６．５５

１８年 １５．０４ １８．８ ２８．２

１９年 １５．９２ １９．９ ２９．８５

２０年 ２１．０ ３４．６５

２１年 ２２．２ ３６．６３

２２年 ２３．４ ３８．６１

２３年 ２４．６ ４０．５９

２４年 ２５．８ ４２．５７

２５年 ３３．７５ ４４．５５

２６年 ３５．２５ ４６．５３

２７年 ３６．７５ ４８．５１

２８年 ３８．２５ ５０．４９

２９年 ３９．７５ ５２．４７

３０年 ４１．２５ ５４．４５

３１年 ４２．５ ５６．１

３２年 ４３．７５ ５７．７５

３３年 ４５．０ ５９．４

３４年 ４６．２５ ６１．０５

３５年 ４７．５ ６２．７

３６年 ４８．７５ ６２．７

３７年 ５０．０ ６２．７

３８年 ５１．２５ ６２．７

３９年 ５２．５ ６２．７

４０年 ５３．７５ ６２．７

４１年 ５５．０ ６２．７

４２年 ５６．２５ ６２．７

４３年 ５７．５ ６２．７

４４年 ５８．７５ ６２．７

４５年 ６０．０ ６２．７

４６年以上 ６０．０ ６２．７
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＊＊退退職職給給付付金金のの給給付付額額とと退退職職所所得得のの支支払払金金額額ににつついいてて  

・本会の退職共済制度による「退職給付金」(本人の掛け金は除く)は、各事業所の「退職

金」として「退職所得」扱いとなります。 

・退職給付金の支給が決定すると、退会者に対して本会から「退職給付金裁定・支払通知

書」と「退職所得の源泉徴収票特別徴収票」が送付されます。 

・「退職給付金裁定･支払通知書」には、実際に支給される支支給給総総額額<<aa>>   が表示され、 

「退職所得の源泉徴収票特別徴収票」には、本人掛金分を除いた額が「「支支払払金金額額」」<<bb>> 

として表示されます。 

これらのことを図に示すと次のようになります。 

「退職給付金裁定･支払通知書」 

退職給付金の給付額（（支支給給総総額額））<<aa>> 

本人掛金累計額 事業主掛金累計額 運用益 

(非課税) 
←←｢退職所得の源泉徴収票特別徴収票｣支支払払金金額額<<bb>> →→ 

（ 課 税 対 象 額 ） 

※源泉徴収票に記載の｢｢支支払払金金額額｣｣<b>はは、「退職給付金裁定･支払通知書」の退職給付金の給

付額（（支支給給総総額額））<a>にに含含ままれれるるもので、別に支給されるものではありません。

※源泉徴収票に記載の｢支払金額｣は、課税対象額であり、納税額ではありません。
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